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造
を
、
資
料
の
上
か
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

に
わ
た
り
、
主
と
し
て
都
市
の
中
学
生
・
高
校
生
を
対
象
に
、
家
意
識
の
形
態
や
機
能
の
実
態
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
調
査
は
、
原
則
と

し
て
学
級
別
に
質
問
紙
に
よ
り
、
一
部
生
徒
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
特
性
の
測
定
に
は
一
種
の
《
Projective
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s》
を
施
行
し
た
。

質
問
紙
は
、
被
調
査
者
の
家
族
の
構
成
・
形
態
・
人
間
関
係
の
型
の
他
、
家
族
内
の
父
の
役
割
型
式
・
教
育
や
扶
養
な
ど
の
父
親
の
役
割

の
積
極
的
側
面
（
引
韮
暉
這
渾
紆
配
）
と
地
位
。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
•
生
徒
が
家
の
個
々
の
シ
ソ
ボ
ル
に
対
し
て
示
す
反
応
、
等
々
の
相
互
に

関
連
す
る
六

0
項
目
を
三
群
に
わ
け
、
五

0
分
以
内
に
一
斉
に
記
入
さ
せ
た
も
の
で
、
各
ア
イ
テ
ム
の
反
応
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
平
均
五
個

の
段
階
を
設
け
た
。
現
在
も
こ
の
実
態
調
査
を
続
行
中
で
あ
る
が
、
す
で
に
標
本
数
も
多
数
に
の
ぼ
り
、
調
査
資
料
の
一
部
は
学
会
そ
の

他
の
機
会
に
報
告
し
．
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
調
査
の
デ
ー
ク
の
科
学
的
処
理
段
階
に
お
い
て
、
①
ま
ず
、
現
代
日
本
社
会
の

家
意
識
の
実
態
の
仮
説
を
理
論
的
に
決
定
し
、
②
こ
の
実
態
へ
の
科
学
的
な
分
析
視
角
を
考
え

⑧
そ
れ
に
よ
っ
て
、
家
意
識
の
存
在
構

①
 

し
か
し
、
戦
後
の
わ
が
国
の
「
家
」
制
度
研
究
は
、
専
ら
農
山
村
を
対
象
に
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
く
、
都
市
家
族
に
お
い
て
は
家
制

度
は
実
質
的
に
解
体
し
て
い
て
、
そ
こ
で
の
家
意
識
も
、
戦
後
の
個
人
主
義
の
価
値
体
系
の
導
入
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
消
失
し
て
し
ま
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
単
な
る
世
論
調
査
ば
り
の
意
識
調
査
や
、
親
子
関
係
の
不
和
・
緊
張
と
い
う
よ
う
な
個
人
心
理
学
的
視
覚

②
 

か
ら
の
研
究
報
告
は
論
外
と
し
て
、
都
市
家
族
を
対
象
と
し
た
家
制
度
や
家
意
識
の
実
証
的
研
究
は
、
社
会
科
学
の
立
場
か
ら
は
、
ま
だ

殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
実
態
が
著
し
く
ア
イ
マ
イ
に
な
り
極
度
に
解
体
し
て
い
る
と
い

う
現
状
は
、
最
早
実
証
的
調
査
研
究
の
必
要
も
意
義
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
、
家
制
度
を
ど
の

よ
う
に
定
義
づ
け
、

「
都
市
型
」
家
制
度
を
ど
の
よ
う
に
理
念
型
的
に
構
想
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
体
の
程
度
が
著
し
く
進
行
し
て

い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
却
っ
て
そ
の
実
態
究
明
が
、

よ
り
重
要
な
学
問
的
意
義
を
も
つ
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

「
家
」

意

識

の

研

究

五
八
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五
九

そ
こ
で
、
ま
ず
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
家
制
度
の
定
義
と
、
都
市
型
及
び
農
村
型
の
家
の
類
型
化
、
従
っ
て
叉
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る

家
意
識
の
意
味
論
的
類
型
化
が
要
求
さ
れ
る
。
家
の
規
定
如
何
で
は
、
都
市
社
会
で
は
、
す
で
に
家
制
度
は
解
体
し
て
い
て
、
そ
こ
で
の

家
意
識
も
殆
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
（
註
掌
匹
芯
戸
達
謬
謬
聟
蒻
露
5
初
尉
芦
転
競
誼
）
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
現
在
で
は
、
精
密
に
学
問
的
規
定
を
う
け
ず
に
、
漠
然
と
、
広
く
日
本
の
家
族
制
度
の
中
核
的
単
位
を
指
示
す
る
概
念
と
し
て
「
家
」

（
制
度
）
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
意
味
は
多
様
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
家
制
度
を
ど
の
よ
う
な
も
の

醤
繹
体
）
と
規
定
し
、
「
イ
ニ
」
の
語
で
こ
の
限
定
的
意
味
を
示
す
こ
と
に
す
る
（
吃
l
)

。

こ
と
、
そ
こ
に
お
い
て
民
衆
は
「
家
」
の
制
度
的
価
値
を
内
面
化
し
、

(5-
―i)
、
戦
後
の
民
法
改
正
後
で
も
、
依
然
と
し
て
「
家
」
意
識
が
生
活
原
理
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
更
に
そ
れ
へ
の
科

都
市
型
「
家
」
意
識
の
存
在
構
造
・
機
能
を
、
農
村
型
―

9

家
」
意
識
と
比
較
し
つ
つ
実
証
的
に
明

私
が
、
家
意
識
の
実
証
的
研
究
に
着
手
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
意
図
に
基
い
て
い
る
。
都
市
社
会
に
お
け
る
家
制
度
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
著
し
く
変
容
し
解
体
し
つ
つ
あ
る
が
、
家
意
識
を
、
具
体
的
存
在
と
し
て
の
家
制
度
と
分
離
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
主
観
的

ii心
理
的

側
面
そ
の
も
の
と
み
る
べ
き
こ
と
後
述
の
如
く
、
従
っ
て
、
家
意
識
の
実
態
が
現
在
も
析
出
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
制
度
自
体
の

ら
か
に
し
た
い
（
汀
緯
）
。

学
的
な
分
析
視
角
を
決
定
し
（
鱈
＄
、

「
家
」
意
識
は
、

都
市
型
・
農
村
型
に
類
型
化
さ
れ
う
る
こ
と

「
家
」
が
そ
れ
自
体
す
で
に
制
度
体
で
あ
っ
た

そ
こ
で
、
私
は
、
家
制
度
を
、

家
長
を
中
心
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
っ
て
特
色
、
つ
け
ら
れ
る
い
間
閲
釈
（
知
齢
い
這
汲
砂
衿
印
記
い

あ
る
。

客
観
的
実
在
と
し
て
意
味
論
的
に
特
定
さ
れ
な
い
も
の
を
、

人
が
ど
の
よ
う
に
限
定
し
て
意
味
づ
け
る
か
と
い
う
選
択
の
問
題
だ
か
ら
で

と
し
て
規
定
す
べ
き
か
は
、

制
度
の
本
質
的
問
題
に
関
係
す
る
こ
と
で
は
な
く
（
疇
〗
二
虹
霜
認
麟

L直
汀
心
戸
託
こ
蒻
訊
四
繹
〗
天
）
む
し
ろ
、
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親
の
意
識
と
子
の
意
識
と
は
、

解
体
の
極
限
状
況
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
析
出
さ
れ
う
る
家
意
識
の

実
態
が
微
小
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
家
制
度
の
解
体
過
程
の
最
も
尖
鋭
で
鮮
明
な
ア
ス
ペ
ク
ト
が
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
で
、
家
意
識
を
、
都
市
社
会
に
お
い
て
実
証
的
に
把
握
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
利
益
も
必
要
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む

し
ろ
家
制
度
的
社
会
関
係
の
解
体
化
の
モ
メ
ン
ト
や
状
況
を
解
明
す
る
と
い
う
極
め
て
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
と
く
に
、
家
制
度
的
価
値
体
系
を
、
民
衆
の
意
識
構
造
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
は
、
現
代
日
本
社
会
の
新
し
い
社
会
体
系
・
文

化
体
系
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
体
系
が
、
ど
の
よ
う
な
型
の
も
の
と
し
て
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
最
終
的
な

鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
伝
統
的
価
値
体
系
と
最
も
疎
遠
な
都
市
青
年
層
（

fl繹
紐
韮
頃
酎
[
ソ
)
に
ぉ
ぃ
て
さ
え
家
意
識
が
実
態
析
出

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
こ
そ
最
も
純
度
の
高
い
民
主
化
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
体
と
し
て
の
活
動
を
期
待
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
以
上
、

そ
の
家
意
識
の
実
態
究
明
は
明
日
の
日
本
社
会
の
型
を
決
定
す
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
私
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
下
に
、
主
と
し
て
都
市
青
年
層
の
家
意
識
の
実
証
的
研
究
に
従
事
し
て
き
た
の
で
あ
り
、

徒
」
を
対
象
に
し
た
の
は
全
く
調
査
研
究
の
便
宜
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
終
戦
時
に
誕
生
し
た
者
は
、
本
稿
執
筆
時
に
高
等
学
校
二
年

在
学
中
で
あ
る
。
彼
等
の
家
意
識
は
、
そ
の
基
礎
。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
形
成
過
程
で
、
家
制
度
的
価
値
を
内
面
化
（
戸
琴
0
[

＇
)
し
て
い
る
状
態

に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
彼
の
属
す
る
「
親
1
1
子
」
関
係
の
型
へ
の
適
応
の
心
理
の
問
題
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

も
、
ラ
ビ
ア
が
警
告
し
た
よ
う
に
（
六
恥
0

訂
y
.
5吋
口
誌.•. 

S
o
c
i
a
l
)

、

の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
双
方
共
に
そ
の
親
1
1
子
関
係
の
「
型
」
の
社
会
学
的
心
理
学
的
特
質
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
社
会

シ
ス
テ
ム
の
発
展
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
家
意
識
の
社
会
学
的
研
究
の
た
め
に
は
、
社
会
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
不
可

避
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
家
」

意

識

の

研

究

一
方
だ
け
を
独
自
に
追
求
す
る
こ
と

六
〇

「生
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「
家
」

意

識

の

研

究

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
が
、
不
充
分
な
が
ら
、

-ょ-ノ‘

家
意
識
の
実
態
究
明
は
、
す
ぐ
れ
て
法
社
会
学
的
な
課
題
で
あ
る
が
、
ま
だ
十
分
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
社
会

‘
 

一
体
、
家
意
識
と
い
う

学
者
や
心
理
学
者
の
研
究
で
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
ま
だ
十
分
な
成
果
を
あ
げ
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
態
度
」
概
念
は
、
社
会
学
・
心
理
学
で
精
緻
に
規
定
さ
れ
た
科
学
用
語
（
狂
憩
認
荘
遠
靡
訳
’
遷
雰
配
毎
知
酎
ふ
立
）
で
あ
り
、

学
の
態
度
理
論
の
、
今
日
ま
で
の
成
果
を
無
視
し
て
研
究
の
成
り
立
た
ぬ
こ
と
は
余
り
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
法
律
学
者
が
、

諸
他
の
経
験
科
学
の
業
績
を
か
り
た
り
協
力
を
得
た
り
す
る
こ
と
を
、
邪
道
だ
と
か
不
当
だ
と
か
い
う
暴
論
は
、
こ
こ
で
も
問
題
に
な
ら

こ
れ
ら
経
験
科

な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
法
社
会
学
者
に
よ
っ
て
一
早
く
社
会
心
理
学
的
方
法
が
大
胆
に
摂
取
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
家
意
識
研
究

の
場
合
に
も
社
会
心
理
学
的
方
法
が
十
分
に
利
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
法
解
釈
学
を
専
攻
し
そ
の
研
究
に
追
わ
れ
て
い

る
法
律
学
徒
が
、
単
独
で
家
意
識
の
広
汎
な
実
態
調
査
に
よ
る
科
学
的
研
究
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
困
難
を
極
め
て
い

、
、
、

一
応
、
本
稿
の
よ
う
な
か
た
ち
で
こ
の
研
究
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
も
と
よ
り
多
く
の
人
た
ち
の
協
力
が
得
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
研
究
の
基
礎
的
資
料
と
な
っ
た
青
森
・
近
畿
地
区
の
実
態
調
査

ほ
、
友
人
渡
部
保
夫
裁
判
官

(11聾
内
屑
）
と
執
行
嵐
氏
（
繹
血
匹
吋
大
）
の
友
情
と
協
力
な
く
し
て
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

各
地
の
高
等
学
校
の
先
生
方
の
御
好
意
に
も
甘
え
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
連
日
の
炎
暑
下
を
一
し
ょ
に
調
査
に
参
加
し

或
い
は
集
計
整
理
に
当
っ
て
く
れ
た
関
西
大
学
・
奈
良
女
子
犬
学
学
生
諸
君
の
苦
労
も
大
へ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
。
心
か
ら
感
謝
の
意
を

表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

註
山

都
市
を
対
象
と
し
た
実
証
的
研
究
は
非
常
に
少
な
い

(
5
厨
祖
i
蟷
立
廷
這
釦
町
5
釦
臼
5
5
:
戸
丘
5
直
）
。
小
山
隆
編
「
現
代
家
族
の
研
究
」
の
よ
う
に
、

大
き
い
書
物
も
出
て
い
る
（
瞑
雌
這
此
咤
心
5
数
）
が
、
成
果
の
程
は
疑
問
で
あ
る
（
紐
畔
）
。
尚
、
戦
後
、
農
村
の
家
制
度
研
究
が
、
如
何
に
多
く
出
さ

れ
て
い
る
か
は
、
た
と
え
ば
、
岡
田
・
喜
多
野
編
「
家
ー
そ
の
構
造
分
析
」
巻
末
の
「
社
会
学
に
お
け
る
家
の
研
究
」
を
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
で
あ
ろ
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〔

2
〕

規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
、
家
意
識
の
具
体
的
な
意
味
内
容
を
規
定
す
る
た
め
に
は
、

「
家
」
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
制
度
的
価
値
を
も
つ
団
体
で
あ
る
か
を

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
団
体
の
制
度
的
価
値
を
、

家
意
識
と
は
、
「
家
」
に
対
す
る
帰
属
の
意
識
で
あ
り
、
「
家
」

す
。
個
人
が
団
体
の
成
員
性
を
取
得
し
、
団
体
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
団
体
の
成
員
と
し
て
の
価
値
意
識
を
も
っ

「家」

す
な
わ
ち
、

の
制
度
的
意
味
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
）

こ
こ
で
私
が
「
家
」
と
称
す
る
の
は
、
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
、
武
家
型
。
庶
民
型
と
し
て
ー
更
に
都
市
型
・
農
村
型
と
し
て
ー
歴

史
的
具
体
的
に
存
在
し
、
改
廃
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
「
家
」
の
制
度
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
（
「
イ
ニ
」
）
を
さ
す
の

で
あ
る
。
具
体
的
存
在
た
る
「
家
」
の
改
廃
・
変
貌
と
無
関
係
に
、
民
衆
が
、
広
く
一
般
に
家
族
生
活
の
規
範
的
形
態
と
し
て
理
念
的
に

是
認
し
て
き
た
、
む
し
ろ
、
是
認
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
き
た
人
間
関
係
を
さ
す
の
で
あ
る
。

「
家
」
と
は
、
明
治
以
来
の
国
家
権
力
に
よ
っ
て
、

日
本
家
族
制
度
と
い
う
官
製
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
式
で
定
立
さ
れ
、

〔

1
〕

家
意
識
の
定
義

い
の
で
あ
る
。

(2) 

「
家
」

と
家
意
識
の
意
味
論
的
把
握

日
高
「
社
会
心
理
学
的
研
究
に
お
け
る
二
、
三
の
問
題
点
に
つ
い
て
」

（
訂
畔
鱈
）
四
一
頁
以
下
参
照
。

布
を
数
字
の
上
で
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
、
社
会
心
理
学
的
に
も
、
社
会
学
・
法
社
会
学
的
に
も
、
意
識
や
態
度
の
実
態
を
把
握
し
た
と
は
い
え
な

「
家
」

う。

意

識

の

研

究

そ
こ

つ
ま
り
、
単
な
る
、
母
集
団
の
意
見
分

の
成
員
が
、
自
己
と
そ
の
家
を
同
一
視
（
峠
豆
合
）
す
る
態
度
構
造
を
さ

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
内
面
化
（
戸
琵
戸
）
し
て
い
る
状
態
に
他
な
ら
な
い
。

....... 
ノ‘
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「
家
」

意

識

の

研

究

こ
う
し
て
、
「
家
」
は
、
明
治
以
後
の
国
家
権
力
が
、

し
て
、

....... 
ノ‘

法
制
上
・
政
策
上
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
国
民
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
た
、
家
族
生
活
の
理
念
的
形
態
を
さ
す
。
そ
れ
は
憲
法
や
民
法
で
規
定
さ
れ

教
育
勅
語
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
万
世
一
系
と
公
称
さ
れ
た
天
皇
家
の
よ
う
に
、
過
去
↓
現
在
↓
未
来
へ
の
超
世
代
的

系
譜
に
つ
ら
な
る
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
祖
先
や
子
孫
を
も
成
員
と
し
て
含
む
団
体
な
の
で
あ
り
、
超
時
間
的
継
承
的
な
団
体
観
念
で

⑥

.

 

あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
親
族
だ
け
か
ら
成
る
具
体
的
な
日
常
的
生
活
共
同
体
た
る
《
F
a
m
i
l
y
》
の
よ
う
な
、

な
集
団
と
異
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
具
体
的
に
改
廃
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
事
実
と
し
て
の
「
家
」
制
度
そ
の
も
の
で
も
な
い
。

は
、
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
た
観
念
的
実
在
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
家
」
を
継
ぐ
者
（
家
長
）
は
、
祖
先
に
対
し
て
、
現
在
の
「
家
」

を
統
制
・
管
理
す
る
義
務
を
負
い
、
家
長
中
心
に
権
威
主
義
的
な
人
間
関
係

(
h
i
e
r
a
r
c
h
y
)

の
存
す
る
こ
と
が
絶
対
的
要
件
で
あ
る

（
譴
霰
史
忍
↑
竺
）
。
人
は
、
性
・
出
生
順
位
な
ど
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
こ
の
「
支
配
1
1
恭
順
」
シ
ス
テ
ム
の
内
に

「
位
置
」
づ
け
ら
れ
（
碩
知
四
疇
巴
屁
澤
）
、
そ
れ
に
即
し
た
役
割
を
期
待
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、

個
性
的
・
人
間
主
義
的
な
感
情
や
行
動
の

余
地
を
認
め
ら
れ
ず
、
逸
脱
行
為
は
「
家
」
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
も
の
と
し
て
ー
祖
先
に
申
し
訳
が
な
い
と
し
て
ー
禁
止
さ
れ
る
。
こ
う

「
家
」
内
部
の
人
間
関
係
（
「
イ
ニ
」
）
は
、
極
め
て
固
定
的
で
フ
ォ
ー
マ
ル
な
役
割
シ
ス
テ
ム
を
意
味
し
、
人
の
家
族
生
活
は
、

⑦
 

予
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
役
割
シ
ス
テ
ム
に
適
応
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
役
割
シ
ス
テ
ム
を
遵

守
す
る
こ
と
が
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
、
家
族
外
の
生
活
で
も
常
に
強
要
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
イ
エ
」
的
人
間
関
係
に
適
応

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
、
公
的
に
も
私
的
に
も
、
近
代
日
本
社
会
の
有
力
な
《
S
e
c
u
r
i
t
y
s
y
s
t
e
m
》
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
を

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
国
民
に
強
要
し
た
家
族
制
度
の
中
核
的
単
位
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
家
長
中
心
の
人
間
関
係
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
で
基
礎
づ
け
ら
れ
る
理
念
と
し
て
の
生
活
共
同
体
（
イ
ニ
）
で
あ
る
と
い
っ
て

「家」

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

63 



「
イ
ニ
」
が
個
人
的
心
理
的
人
間
関
係
を
意
味
せ
ず
、
固
定
的
形
式
的

な
役
割
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
、
制
度
的
規
範
的
な
相
互
体
制
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
各
自
が
、
個
人
の
自
主
的
個
人
的
判
断
に
よ
ら

⑪
 

ず
、
専
ら
役
割
意
識
に
基
い
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
一
群
の
行
動
様
式
の
全
体
が
「
家
」
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、

各
成
員
に
お
け
る
役
割
意
識
が
、
彼
の
家
意
識
の
存
在
構
造
を
示
す
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

家
意
識
は
、

い
か
な
る
構
造
的
論
理
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
。

〔

3
〕

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
生
活
共
同
体
で
あ
る
「
イ
ニ
」
は
、
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
社
会
的
・
文
化
的
価
値
を
付

与
さ
れ
た
規
範
的
形
態
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
す
で
に
―
つ
の
制
度
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
に
、
法
規
範
や
モ
レ
ス
・
慣
習
な
ど
の
諸
規
範
の
複
合
体
と
し
て
定
立
さ
れ
、
そ
れ
自
体
で
特
定
の
社
会
的
価
値
を
規
範
的
に
実
現

⑧
 

す
る
作
用
を
果
す
も
の
を
さ
す
か
ら
で
あ
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
的
」
「
具
体
的
」
に
実
在
し
改
廃
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
、
事
実
と
し
て
の
家
制
度
と
異
な
り
、
常
に
、
家
制
度

⑨
 

の
理
念
型
と
し
て
積
極
的
に
且
つ
「
上
か
ら
」
価
値
‘
‘
つ
け
ら
れ
て
き
た
人
間
関
係
、
す
な
わ
ち
、
「
制
度
化
さ
れ
た
集
団
」
で
あ
る
と
考

⑩
 

え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

、、
「
イ
ニ
」
と
よ
ば
れ
る
、
理
念
と
し
て
の
家
族
生
活
の
規
範
的
形
態
を
、
他
の
集
団
の
形
態
か
ら
具
体
的
に
区
別
す
る
標
識

は
、
そ
の
家
長
中
心
の
人
間
関
係
の
型
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
国
家
的
な
制
度
的
価
値
を
付
与
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

既
述
の
よ
う
に
、

は
、
こ
の
役
割
シ
ス
テ
ム
に
適
応
す
る
こ
と
を
、
規
範
価
値
的
に
も
心
理
的
に
も
強
要
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
家
意
識
が
そ
こ
に
根
強
く
生

成
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

家
意
識
の
構
造
的
論
理

か
く
て
、

「
家
」

意

識

の

研

究

「
イ
ェ
」
は
、
各
種
規
範
に
よ
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
生
活
の
規
範
的
形
態
た

家
長
中
心
の
権
威
主
義
的
人
間
関
係
は
、
固
定
的
形
式
的
な
役
割
シ
ス
テ
ム
を
意
味
し
、
人

六
四

「
制
度
」
は
、
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「
家
」

意

識

の

研

究

六
五

⑫
 

家
意
識
と
は
、
「
家
」
中
心
の
生
活
態
度
で
あ
り
、
人
が
、
自
己
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
「
家
」
制
度
の
価
値
を
内
面
化
し
て
い
る
状
態

の
こ
と
だ
と
前
に
規
定
し
て
お
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
家
長
中
心
の
権
威
主
義
的
人
間
関
係

(11
フ
ォ
ー
マ
ル
な
役
割
シ
ス
テ
ム
）
を
無

「
イ
ニ
」
と
い
う
内
部
で
自
己
に
与
え
ら
れ
た
「
位
置
」
を
無
条
件
に
遵
守
せ
ん
と
す

で
、
「
家
」
制
度
の
本
質
的
要
件
で
あ
り
、
そ
の
主
観
的

11心
理
的
側
面
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
当
然
に
、

「
家
」
の
成
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
意
識
に
徹
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「
イ
ニ
」
の
シ
ス
テ
ム
は
安
定
し
、
逆
に
、
後
者
が
強
固
だ
と
い
う

こ
と
は
、
各
自
が
、
そ
の
役
割
を
誠
実
に
遵
守
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
端
的
に
は
、
こ
こ
で
は
「
役
割
]
は
[
イ
ニ
」
的
人
間

⑬
 

関
係
の
部
分
的
秩
序
で
あ
り
、
家
内
部
の
役
割
期
待
の
交
換
に
よ
っ
て
、

と
こ
ろ
で
一
般
に
、
個
人
が
、
自
己
の
属
す
る
集
団
を
自
己
と
同
一
視
し
、
そ
の
権
威
主
義
的
シ
ス
テ
ム
に
絶
対
的
に
帰
属
す
る
と
い

す
な
わ
ち
集
団
の
権
威
主
義
的
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
の

た
め
に
は
、
第
一
に
、
役
割
分
化
が
強
度
の
組
織
性
を
帯
び
、
そ
こ
で
の
規
範
（
這
烹
碍
暉
釦
パ
）
が
強
い
制
裁
に
よ
っ
て
実
効
性
を
も
っ

こ
と
、
第
二
に
、
役
割
を
果
す
こ
と
に
よ
っ
て
動
機
の
充
足
が
得
ら
れ
、
心
理
的
安
心
感
を
得
る
こ
と
（
』
匹
麟
記

?8)
、
第
三
に
、
そ
こ

で
の
集
団
機
能
に
対
す
る
役
割
分
化
が
、
文
化
的
に
標
準
化
さ
れ
て
社
会
規
範
化
し
て
お
り
、
役
割
活
動
が
集
団
内
外
を
通
じ
て
正
当
視

今
日
ま
で
の
集
団
理
論
や
。
ハ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
理
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
条

「
家
」
の
制
度
が
、
官
製
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
定
立
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
、
民
衆
に
こ
の
制
度
が
強
要
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
三

条
件
が
充
足
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
強
力
且
つ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
、
法
・
モ
ー
レ
ス
に
よ
る
「
イ

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑭
 

件
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、

う
態
度
（
絶
対
的
な

identification)
を
も
つ
こ
と
、

「
家
」
制
度
が
存
続
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

る
態
度

11役
割
意
識
に
他
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
家
意
識
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
「
家
」
制
度
が
存
続
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
意
味

条
件
に
絶
対
化
す
る
生
活
態
度
の
こ
と
で
あ
り
、
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わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
具
体
的
に
実
在
し
て
き
た
、
事
実
と
し
て
の
家
制
度
で
は
な
く
、

て
（
頃
芍
）
定
立
さ
れ
て
き
た
家
制
度
（
イ
ェ
）
で
あ
り
、
こ
の
「
イ
エ
」
は
、
家
父
長
制
家
族
の
形
態
を
と
り
、

割
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
相
互
体
制
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
人
間
関
係
は
上
下
的
身
分
的
序

〔

4
〕

ま
と
め

の
習
得
は
強
力
に
裏
付
け
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

を
あ
げ
、
す
ぺ
て
の
家
庭
が
、

れ
且
つ
神
聖
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
人
は
、

の⑯
 

二」

1
1
人
間
関
係
の
統
制
は
、
各
成
員
を
固
定
的
な
役
割
シ
ス
テ
ム
に
位
置
づ
け
、

れ
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
な
生
活
を
自
ら
保
障
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
家
制
度
が
、
構
造
論
理
的
に
三
条
件
を
そ
な
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
国
家
に
よ
る
「
家
」
意
識
の
養
成
は
、
具
体
的
に
は
「
自
発
的
恭
順
」
の
ク
テ
マ
チ
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
。
天

皇
制
国
家
権
力
は
、
人
が
、

で
習
得
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ
。
と
く
に
民
衆
に
お
け
る
家
庭
教
育
は
、
「
制
度
化
さ
れ
た
訓
育
の
様
式
」
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果

「
家
」
意
識
の
培
養
基
と
し
て
の
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
各
自
が
与
え
ら
れ
た
「
位

置
」
に
従
っ
て
役
割
活
動
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
家
」
の
安
全
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
と
ら
れ
た
か
ら
、
「
家
」
意
識

は
、
家
の
和
合
の
た
め
と
い
う
情
緒
的
一
体
感
に
裏
付
け
さ
れ
て
醸
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
（
町
翌
瓢
i
ぞ
巴
減
五
炉
元
荘
謬
＿
）
。
更
に
い
え

ば
、
各
自
が
互
い
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
、
「
家
」
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
「
家
の
体
面
保
持
の
意

⑱
 

⑰
 

識
」
だ
け
で
な
く
、
役
割
遂
行
に
よ
っ
て
家
ー
従
っ
て
自
己
ー
の
安
全
が
得
ら
れ
る
と
い
う
心
理
的
安
定
感
に
よ
っ
て
、
家
意
識

（
翡
）

「
家
」
に
お
け
る
自
己
の
役
割
に
従
う
よ
う
に
、
家
族
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
幼
年
期
か
ら
家
庭
や
学
校

「
家
」

意

識

研

究

「
家
」
意
識
の
存
立
は
、
論
理
的
に
保
証
さ
れ
て
い
た

し
か
も
日
本
国
家
社
会
全
体
が
「
イ
ニ
」
に
擬
制
さ

「
家
」
の
内
外
を
問
わ
ず
強
制
さ
れ
た
こ
の
役
割
シ
ス
テ
ム
を
拒
否
し
得
ず
、
む
し
ろ
、
こ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

形
式
的
固
定
的
な
役

六
六
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註

(6) 

「家」

意

識

の

研

究

題
」
（
「
日
本
社
会
学
の
課
題
」
所
収
）
五
一
頁
、
仝
「
夫
婦
関
係
」
（
「
現
代
家
族
講
座
」
―
―
―
巻
所
収
）
八
頁
、
塚
本
哲
人
「
家
族
」
（
「
講
座
社
会
学
」

四
巻
）
七
二
頁
以
下
参
照
。

m
一
般
に
、
前
近
代
的
社
会
の
人
間
関
係
は
、
す
べ
て
固
定
的
形
式
的
な
役
割
の
体
系
と
し
て
現
わ
れ
る
（
特
権
・
威
光
の
序
列
）
。

の
他
に
、
極
め
て
要
領
よ
く
人
間
関
係
の
型
を
類
別
化
し
た
も
の
と
し
て
、
大
橋
「
日
本
社
会
の
型
」
（
「
東
洋
思
想
諧
座
」
＝
一
巻
）
三
0
三
頁
以
下
。

こ
の
、
「
家
」
内
部
の
役
割
シ
ス
テ
ム
を
、
「
分
」
の
秩
序
と
し
て
把
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
（
「
講
座
社
会
学
」
―
―
一
巻
九
二
頁
）
。

⑧
「
制
度
」
(
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
)

を
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
福
武
・
日
高
「
社
会
学
」
ニ
ー
八
頁
参
照
。
ま
た
、
「
制
度
」
の
機
能

J

の
こ
と
は

一
般
に
是
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

六
七

前
註
所
掲
文
献

た
え
ず
動
揺
せ
し
め
ら
れ
、
現
象
形
態
的
に
は
既
に
解
体
・
消
減
し
た
と
み

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ら
れ
る
場
合
も
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
事
実
と
し
て
の
家
制
度
の
存
否
に
か
か
わ
り
な
く
、
人
は
常
に
「
イ
ニ
」
と

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
（
人
間
関
係
）
に
従
属
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
い
た
た
め
、
家
制
度
の
理
想
型

(11イ
ニ
）
を
、
家
族
的
生
活
行
動

記
摩
と
い
で
ぎ
か
と
い
が
3

と
も
松
が
(
5
竺
恥
訊
5
翌
諜
輝
琵
店
芸
終
頴
唸
這
咳
）
。

れ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
的
経
済
的
諸
条
件
の
発
展
過
程
で
、

具
体
的
に
実
在
す
る
の
は
、

一
種
の
分
限
意
識
に
徹
し
て
こ
そ

列

で

あ

り

（

詠

謬

虹

零

匹

盆

嗜

）

、

こ

の

よ

う

な

考

え

⑱
 

（
翡
）
に
裏
づ
け
ら
れ
て
、
家
長
の
権
威
主
義
的
統
制
と
、
成
員
の
絶
対
服
従
（
頑
噸
均
繹
遷
5

夕
）
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
家
族
国
家

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り
、
家
の
尊
厳
と
そ
の
超
越
的
価
値
が
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
、
こ
の
人
間
関
係
は
絶
対
性
を
付
与
さ
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
本
節
で
は
専
ら
「
家
」
（
意
識
）
を
、
抽
象
的
論
理
的
に
規
定
し
た
に
す
ぎ
ず
、
実
態
分
析
の
視
角
を
定
め
る
た
め
に
は
、

こ
の
意
味
論
的
規
定
を
も
と
に
し
て
、
「
家
」
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
存
在
形
態
を
と
っ
て
き
た
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
で
は
な
く
、
現
実
に
、
物
質
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
実
在
し
改
廃
せ
し
め

ら
れ
る
事
実
と
し
て
の
家
で
あ
る
。
こ
の
、
歴
史
的
具
体
的
に
実
在
す
る
家
制
度
は
、
「
都
市
型
」
「
農
村
型
」
と
し
て
類
型
的
に
把
握
さ

と
く
に
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、

山
根
「
家
族
に
お
け
る
人
間
関
係
研
究
の
課

「家」

の
和
と
安
全
が
あ
る
と
さ
れ
、
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U6) (11) 

を
操
作
的

(operative)

と
、
規
制
的

(vegulative)

と
の
二
種
に
分
け
う
る
こ
と
も
説
か
れ
る
が
、
「
イ
ニ
」
の
制
度
が
、

す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

N
a
d
e
l
.
S.F., 
T
h
e
 F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
 of 
Social 
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
y
,
 1950, 
p.136. 

⑨
IUOl
福
武
編
「
社
会
学
」
五
五
頁
（
青
井
和
夫
）
に
よ
る
と
、
社
会
体
系
が
安
定
し
、
こ
れ
を
文
化
体
系
が
補
強
し
つ
つ
、
社
会
的
文
化
的
価
値

が
、
各
成
員
に
内
面
化
さ
れ
、
且
つ
、
そ
れ
に
向
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
、
つ
ま
り
、
各
体
系
相
互
が
対
応
関
係
を
み
せ
、
且
つ
均

衡
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
と
き
、
そ
の
社
会

(11
集
団
）
は
「
制
度
化
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
但
し
、
こ
う
い
う
状
態
は
、
理
念
型
と
し
て
考
え
ら

れ
る
だ
け
で
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
。
歴
史
的
具
体
的
に
、
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
「
家
」
も
、
そ
れ
自
体
が
す
で
に
「
制
度
体
」
で
あ
り
う
る

が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
は
、
制
度
体
と
し
て
完
全
な
も
の
、
理
念
型
的
集
団
と
い
え
る
。

参
照
。

(14) 

後
者
の
機
能
を
果

尚
、
「
講
座
社
会
学
」
二
巻
一
四

0
頁
以
下

役
割
意
識
に
基
づ
く
行
動

(11
役
割
行
動
）
に
よ
っ
て
、
「
家
」
の
人
間
関
係

(II
「
イ
ニ
」
）
が
実
現
す
る
。
「
イ
ニ
」
が
役
割
シ
ス
テ
ム
だ
と
い
う

の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。

⑫
「
態
度
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
潜
在
的
従
属
的
変
数
と
し
て
、

活
態
度
」
の
語
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
科
学
研
究
上
の
分
析
要
具
概
念
た
り
え
な
い
こ
と
に
つ
き
、
綿
貫
「
労
働
者
意
識
研
究
の
批
判
と
課
題
」
（
「
日

本
社
会
学
の
課
題
」
所
収
）
二
四
七
ー
八
頁
。

⑬
従
っ
て
、
「
役
割
」
は
、
制
度
的
行
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
 
P
r
o
c
e
s
s
,
 
1955, 
pp.91ー

93.

態
度
調
査
の
場
合
に
精
密
な
規
定
を
必
要
と
す
る
（
第
四
を
参
照
）
。
「
意
識
」
「
生

P
a
r
s
o
n
s
.
 
T., 
&
 Bales. 
R. F., 
F
a
m
i
l
y
,
 
Socialization a
n
d
 

⑮
福
武
・
日
高
「
社
会
学
」
三
九
ー
四
六
頁
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
分
裂
の
原
因
を
、
欲
求
と
社
会
的
期
待
の
矛
盾
に
求
め
、
例
え
ば
、
第
一
次
集
団

（
家
族
）
で
習
得
し
た
行
動
様
式
や
欲
求
が
、
第
二
次
集
団
（
社
会
）
の
行
動
原
理
に
連
続
し
て
お
れ
ば
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
分
裂
ほ
な
い
と
述
べ

る。
近
代
的
11
個
人
主
義
的
家
族
は
、
自
然
発
生
的
且
つ
相
互
的
に
役
割
文
化
を
生
じ
（
愛
情
や
感
情
、
個
人
主
義
的
道
徳
で
統
制
）
、
日
本
の
「
家
」
の

「
講
座
社
会
学
」
四
巻
九
四
頁
、
仝
三
巻
五
六
頁
以
下
等
参
照
。

「
家
」

意

識

の

研

究

六
八
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ま、’
 

〔

1
〕 (19) 

「家」

意

識

の

研

究
近
代
日
本
に
お
け
る
「
家
」
と
「
家
」
意
識
の
存
在
形
態

六
九

場
合
は
、
形
式
的
固
定
的
に
役
割
分
化
を
生
じ
、
且
つ
強
力
な
規
範
的
制
裁
を
伴
っ
て
統
制
さ
れ
る
。
尚
、
「
講
座
社
会
学
」
三
巻
一

0
四
ー
六
頁
を
参
照
。

、
、
、
、

従
っ
て
、
そ
こ
で
の
家
族
成
員
は
、
自
主
的
統
制
に
よ
る
の
で
な
く
、
表
層
的
同
調
を
や
む
な
く
実
現
す
る
と
い
う
方
法
で
行
動
す
る
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
、
「
家
」
的
人
間
が
、
非
合
理
主
義
的
権
威
主
義
的
．
＾
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
。

人
は
、
一
定
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
下
で
生
活
す
る
と
き
他
者
の
行
動
の
予
測
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
常
に
、
他
者
の
好
意
的
反
応
の
期
待
の
原
理
に
従

う
よ
う
に
な
る
。

R
e
w
a
r
d
s
の
学
習
が
そ
れ
で
あ
る
。

M
・
メ
イ
「
戦
争
と
平
和
の
社
会
心
理
学
」
（
松
山
訳
）
―
―
―
1
0
頁
以
下
参
照
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
、
人
間
関
係
の
権
威
主
義
的
性
格
の
程
度
を
測
定
せ
ん
が
た
め
に
は
、
結
局
、
集
団
（
家
）
内
の
「
家
長
」
の
役
割
活
動
の
性
格
を
問
題
に
せ

ざ
る
を
え
な
い
（
第
四
に
述
べ
る
）
。

H
e
a
d
s
h
i
p

で
あ
り
、

L
e
a
d
e
r
s
h
i
p

と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
日
本
人
の
家
意
識
は
、

す
る
も
の
、

(18) (17) 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
で
理
念
と
し
て
与
え
ら
れ
た
「
家
」
制
度
（
イ
ニ
）
に
関

つ
ま
り
、
家
長
制
家
族
主
義
の
価
値
体
系
の
内
面
化
の
問
題
で
あ
る
が
、
歴
史
的
具
体
的
に
存
在
し
改
廃
せ
し
め
ら
れ
て
き

た
事
実
と
し
て
の
家
制
度
が
、
こ
の
イ
ニ
意
識
の
存
在
形
態
に
影
響
を
与
え
、
又
は
、
逆
に
イ
ニ
意
識
に
よ
っ
て
解
体
を
抑
止
せ
し
め
ら

れ
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
近
代
日
本
社
会
に
お
け
る
事
実
と
し
て
の
家
の
制
度
と
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家

(II「
イ
エ
」
）
制
度
と
は
、
沿
革
的
に
も
理
論
的
に
も
同
質
性
を
も
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

家
制
度
の
存
立
要
件

「
家
産
」
「
家
業
」
「
家
計
」
「
家
政
」
が
何
を
さ
す
か
が
更
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

従
来
一
般
に
、
日
本
社
会
で
歴
史
的
具
体
的
に
存
在
し
改
廃
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
「
家
」
は
、
「
家
産
に
も
と
づ
き
家
業
を
経
営
し
、

ヽ

ヽ

ヽ

⑳

家
計
を
と
も
に
し
、
家
の
祖
先
を
祀
り
、
家
政
の
単
位
ま
た
は
家
連
合
と
な
る
制
度
体
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
で

、
、
、
、
、

「
家
」
の
概
念
規
定
が
堂
々
め
ぐ
り
を
す
る
こ
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上
・
職
業
上
・
身
分
上
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
生
活
共
同
体
」
と
い
い
か
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
後
述
の

よ
う
に
、
近
代
日
本
社
会
に
お
け
る
、
具
体
的
実
在
と
し
て
の
家
は
、
家
産
・
家
業
・
家
計
・
家
政
な
ど
を
、
常
に
そ
の
絶
対
的
な
要
素

と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

「
単
に
親
族
間
に
日
常
的
生
活
共
同
が
営
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
超
世
代
的
継
承
が
、
財
産

た
と
え
ば
明
治
中
期
以
後
の
都
市
社
会
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
家
産
の
承
継
と
か
家
業
の
継
持
は

無
視
さ
れ
た
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
く
に
近
代
的
1
1
個
人
主
義
的
家
族
関
係
の
創
成
と
共
に
、
多
く
の
家
に
お
い
て
、
家
産
は
分

散
し
、
家
業
は
廃
棄
さ
れ
、
家
政
や
家
計
も
婚
姻
家
族
の
そ
れ
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
右
に
規
定
さ
れ
た
如
き
家
の
シ

ス
テ
ム
は
「
理
念
型
」
的
形
態
と
し
て
の
み
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
家
制
度
は
、
特
殊
1
1
具
体
的
に
多
様
な
存
在
形
態
を
と
っ
て
現
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
理
念
型
的
規
定
に
示
さ
れ

家
系
の
中
で
系
譜
上
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
（
輝
虹
砂
虹
紐
を
）

R
 

知
・
保
障
さ
れ
る
こ
と
（
鰐
芦
温
孟
闘
贔
竺
裟
籟
誇
の
）
ー
こ
の
二
条
件
が
、
家
の
形
式
的
な
存
立
基
礎
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
家
制
度
が
存
在
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
具
体
的
な
個
人
や
、
個
人
的
結
合
と
し
て
の
家
族
を
こ
え
て
継
承
さ
れ
て
い
く
、
「
イ
ニ
」
と
い

う
観
念
的
実
体
が
、
そ
こ
に
是
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
；
右
の
形
式
的
な
二
条
件
で
甚
礎
づ
け
ら
れ
た
―
つ
の
親
族
的
集
団

で
は
、
家
を
存
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
成
員
の
使
命
と
さ
れ
、
個
人
は
家
の
た
め
に
犠
牲
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
「
イ
ニ
」
の
シ

ス
テ
ム
が
成
立
す
る
だ
け
で
あ
る
。
現
実
に
家

(11イ
ニ
）
を
存
続
さ
せ
て
い
く
に
は
、
③
家
の
最
高
の
権
力
者
・
責
任
者

(11家
長
）
の
地

位
が
、
す
な
わ
ち
、
「
家
」
成
員
の
経
済
生
活
を
保
持
保
障
す
る
に
必
要
な
、
物
的
活
動
の
主
宰
者
こ
そ
、
「
家
」
の
人
間
関
係
を
統
制
す

る
地
位
に
た
ち
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
主
自
立
の
個
人
が
、
家
シ
ス
テ
ム
か
ら
分
離
し
て
出
現
す
る
こ
と
を
抑
え
得

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
地
位
の
権
威
性
を
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
具
体
的
存
在
と
し
て
の
家

る
よ
う
に
、
親
族
的
集
団
が
、
①

②
 
社
会
的
に
（
誌
霜
5
)
地
位
が
認

と
に
な
る
。
従
っ
て
、
右
の
規
定
は
、

「
家
」

意

識

の

研

究

七
〇
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「
家
」

意

識

の

研

究

七

の
制
度
は
、
こ
れ
を
存
立
せ
し
め
る
物
的
諸
条
件
如
何
に
よ
っ
て
、
特
殊
1
1
具
体
的
な
存
在
形
態
を
と
る
に
し
て
も
、
内
部
に
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
家
（
イ
ニ
）
に
お
け
る
と
同
様
に
、
極
め
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
人
間
関
係
の
型
を
う
み
出
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
全
成
員
が
家
長
の
統
制
に
服
す
べ
き
こ
と
、

恩
恵
的
庇
護
と
保
障
の
付
与
に
対
応
し
、
温
情
・
仁
愛
の
情
緒
的
雰
囲
気
の
中
で
の
自
発
的
な
恭
順
が
な
さ
れ
、
性
・
年
令
な
ど
に
よ
る

に
な
る
。
し
か
し
他
方
で
、
「
家
」

つ
ま
り
主
従
的
人
間
関
係
が
当
然
と
さ
れ
、

不
平
等
が
少
し
も
疑
義
を
も
た
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
制
度
の
物
的
基
礎
が
、
た
と
え
ば
共
同
体
的
慣
行
に
よ
っ
て
強
力
に
保

護
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
（
聾
輩
碩
紐
碑
誌
巳
韮
）
、
家
の
名
誉
・
体
面
保
持
の
欲
求
が
大
き
く
な
る
結
果
、
上
か
ら
の
統
制
と
自
発
的
恭

順
形
式
と
は
、
よ
り
一
層
強
化
さ
れ
、
そ
こ
で
の
人
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
著
し
く
権
威
主
義
的
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
、
抑

⑫
 

圧
・
強
制
を
忍
従
す
る
態
度
と
、
そ
の
従
属
に
代
る
下
位
者
へ
の
攻
撃
的
態
度
を
身
に
つ
け
、
相
互
に
表
層
的
同
調
を
強
制
し
合
う
こ
と

の
存
続
が
社
会
的
に
重
要
な
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
（
丘
岱
蒻
こ
鰐
瓢
麟
後
）
、

必
ず
し
も
家
の
名
誉
・
体
面
を
気
に
す
る
必
要
が
な
い
し
、
家
系
・
家
格
・
家
業
な
ど
も
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
な
っ
て
く
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
社
会
的
身
分
を
重
ん
じ
る
武
士
よ
り
は
農
民
に
お
い
て
、
本
家
よ
り
は
分
家
に
お
い
て
、
要
す
る
に
、

の
位
座
が
社
会
的
に
重
視
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
家
の
人
間
関
係
は
弱
く
、
家
の
観
念
も
薄
弱
に
な
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
か

え
れ
ば
、
家
制
度
や
家
本
位
の
意
識
は
、
そ
の
物
的
基
礎
づ
け
や
社
会
的
条
件
の
如
何
で
、
存
在
形
態
が
相
対
的
に
か
わ
っ
て
く
る
の
で

家
制
度
の
存
在
形
態

普
遍
的
に
理
念
型
と
し
て
強
制
さ
れ
た
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
（
イ
ニ
）
の
観
念
の
受
容
の

家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
源
流
と
い
わ
れ
る
、
戦
国
時
代
以
来
の
武
士
階
級
の
家
で
は
、
庶
民
階
級
の
そ
れ
に
比
し
て
、
家
格
・
家
系
・
家

〔

2
〕

仕
方
を
規
定
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
事
が
、

「家」

一
方
で
は
「
上
か
ら
」
の
統
制
、
他
方
で
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名
の
観
念
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
、
強
力
な
家
長
の
権
力
が
発
達
し
、
相
互
体
制
が
強
固
な
役
割
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
庶
民
階
級
の
家
族
関
係
に
お
い
て
は
、
ヒ
ニ
ラ
ル
キ
ー
は
明
確
で
な
く
、

を
う
け
て
、
次
第
に
形
式
化
す
る
よ
う
な
傾
向
を
示
し
た
と
も
い
え
る
。

人
間
関
係
は
様
々
な
形
態
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、
「
武
家
型
」
「
庶
民
型
」
と
い
う
、

家
族
主
義
乃
至
家
長
制
的
家
族
制
度
が
、
現
実
に
い
か
な
る
階
層
や
範
囲
に
つ
い
て
普
及
し
変
容
し
つ
つ
あ
る
か
の
実
態
ほ
…
…
明
ら
か

⑬
 

に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
そ
の
意
味
で
「
武
家
型
」
「
庶
民
型
」
の
類
型
化
の
過
剰
は
危
険
で
あ
り
、
恐
ら
く
、
両
類
型
の

断
層
は
、
明
治
期
に
お
い
て
も
、
形
式
的
に
認
定
で
き
な
い
状
況
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
明
治
初
年
以
後
で
は
、
新

し
い
産
業
社
会
シ
ス
テ
ム
の
生
成
と
、
封
鎖
的
な
共
同
社
会
秩
序
の
解
体
、
社
会
的
職
業
的
移
動
の
規
模
と
量
に
お
け
る
増
大
、
等
々
の

た
め
に
、
都
市
社
会
の
発
展
と
そ
こ
で
の
同
族
結
合
関
係
や
伝
統
的
家
族
（
四
畔
霜
笠
絃
）
の
ぃ
ぃ
急
速
・
全
般
的
な
解
体
化
の
傾
向
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

田
農
業
の
経
営
方
式
と
季
節
的
集
中
労
働
の
故
に
、
「
家
」
が
共
同
体
経
済
組
織
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
一
般
に
困
離
で
あ
っ
た
。
「
家
」

が
村
落
共
同
体
秩
序
に
埋
没
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
「
本
家
1
1
分
家
」
の
身
分
的
支
配
関
係
た
る
同
族
結
合
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

の
み
具
体
的
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
独
立
し
た
一
個
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
不
完
全
な
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
明
治
以
後
現
代
ま
で
の
日
本
農
村
社
会
で
は
、
家
が
、
村
落
共
同
体
組
織
か
ら
次
第
に
解
放
さ
れ
独
立
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を

展
開
す
る
の
で
あ
り
（
屁
窪
紅
郎
）
、
物
質
的
基
礎
が
弱
体
化
し
た
地
域
で
は
、
更
に
「
個
人
」
が
「
家
」
か
ら
独
立
し
て
く
る
が
、

に
今
日
で
も
「
家
」
が
農
村
社
会
の
基
礎
集
団
と
し
て
の
機
能
を
果
し
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
か
く
て
、

し
か
し
、 「

家
」

意

識

の

研

究

一
応
、
「
都
市
型
」

一
般

い
う
ま
で
も
な
く
社
会
的
個
人
の
出
現
を
意
味
す
る
。
農
村
社
会
で
は
、
そ
の
特
殊
な
水

「
従
来
し
ば
し
ば
理
想
型
的
に
把
握
さ
れ
た
封
建
的

む
し
ろ
武
士
階
級
の
家
制
度
の
影
響

武
士
階
級
に
お
い
て
全
面
的
に
「
イ
ニ
」
的
人
間
関
係
が
成
立
し
た
わ
け
で
な
く
、
庶
民
階
級
に
お
い
て
も
、

七

「
イ
ニ
」
的
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「
家
」

意

識

の

研

究

明
治
期
以
来
、
家
父
長
制
家
族
の
規
範
的
形
態
が
、

〔

3
〕

た
、
類
型
化
の
過
剰
は
常
に
戒
し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

七

「
農
村
型
」
と
い
う
理
念
型
的
類
型
化
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尤
も
、
現
在
で
も
、
都
市
社
会
シ
ス
テ
ム
が
完
全
に
個
人
主

義
化
さ
れ
「
家
」
が
消
減
し
た
わ
け
で
な
く
、
農
村
社
会
で
「
家
」
が
全
般
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
も
な
く
、
従
っ
て
先
に
述
べ

家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
展
開
と
受
容

「
イ
ニ
」
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
理
念
型
的
に
極
め
て
明
確
に
規
定
さ

れ
、
唯
一
の
絶
対
的
な
家
族
生
活
形
態
と
し
て
国
民
に
強
制
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
イ
ニ
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
（
イ
ニ
意
識
の

成
立
）
が
、
次
第
に
崩
れ
ゆ
く
家
制
度
の
解
体
を
防
止
・
遅
滞
さ
せ
、
或
い
は
逆
に
、
家
制
度
が
解
体
過
程
に
あ
る
故
に
、
イ
ニ
意
識
が

絶
対
的
な
規
範
的
作
用
を
果
し
え
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
に
角
、
天
皇
制
国
家
権
力
に
と
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
の
家
の
強
化
は
、
日
本
社
会
の
家
的
構
造
を
、
文
化
シ
ス
テ
ム
の
側
面
か
ら
無
限
に
補
強
し
う
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
明
治

初
年
以
来
、

「
イ
ニ
」
の
理
念
型
的
規
定
と
そ
の
積
極
的
な
価
値
づ
け
、
及
び
そ
の
強
制
が
行
わ
れ
て
き
た
（
此
祐
訳
翫
匹
）
。

第
一
に
、
明
治
民
法
は
、
「
家
」
内
部
の
人
間
関
係
を
、
上
下
的
身
分
的
序
列
の
地
位
の
体
系
と
し
て
把
え
、
戸
主
の
地
位
を
、
「
家
」

の
統
制
者
・
家
産
の
管
理
者
・
家
督
の
承
継
者
た
る
家
長
と
し
て
規
定
し
た
（
鰐
廷
紐
誼
四
誼
↓
紐
紐
匹
繹
陀
霜
這
這
巴
霜
和
碩
雙
成
疇
立
埠
這
聾
葬
紅
ぐ

こ
の
こ
と
は
、
旧
武
士
階
級
に
行
わ
れ
て
い
た
現
実
の
家
族
制
度
に
系
譜
的
に
属
す
る
「
家
」
シ
ス
テ
ム
が
（
螂
呟
碑
謬
認
這
這
に
）
、

包
。

国
家
法
の
レ
ベ
ル
で
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
家
シ
ス
テ
ム
こ
そ
（
豆
蝶
該
疋
攣
震
碑
霜
吐
。
）
、
「
イ
ニ
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

川
島
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
」
―
―
―
-
ー
)
。

「
イ
ニ
」
の
目
標
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
五
頁
、
以
下
の
論
述
は
本
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い

こ
の
「
家
」
は
、
世
帯
の
共
同
と
い
う
事
実
問
題

と
は
無
関
係
の
、
超
世
代
的
継
承
を
期
待
さ
れ
る
血
統
集
団
（
イ
ニ
）
と
い
う
観
念
的
実
在
で
あ
り
（
虹
紐
鴇
匹
冠
琴
滋
吃
贔
咄
温
琴

m)
、

「
家
」
の
名
を
尚
び
且
つ
維
持
す
る
た
め
に
先
祖
の
祭
祀
が
要
請
さ
れ
、
「
家
」
が
存
続
し
て
「
家
名
」
も
保
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
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と
こ
ろ
で
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
は
、

理
な
ど
を
主
要
内
容
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ま
り
、
祖
先
祭
祀
と
「
家
名
」
の
同
一
性
に
よ
っ
て
、
「
家
」
の
同
一
性
が
象
徴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
「
家
名
」
の
保
持
そ
の
も
の
が
—

た
と
え
家
産
・
家
業
が
消
減
し
家
族
が
死
減
し
て
も
ー
「
家
」
を
存
続
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
紐
研
鱈
氏
釦

造
」
国
家
学
会
雑
誌
第
六
)

0

八
巻
第
七
・
八
号
六
一
頁

れ
て
い
た
観
念
的
実
在
で
あ
り
、
規
範
価
値
的
な
身
分
関
係
で
あ
り
、
理
念
と
し
て
の
「
家
」

態
と
一
致
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
法
解
釈
学
的
に
は
同
一
戸
籍
を
構
成
す
る
者
を
、
こ
の
抽
象
的
な
「
家
」
の
発
現
形
態
と
解
す
る
方

⑭
 

法
が
と
ら
れ
た
。

第
二
に
、
民
法
に
骨
格
的
規
定
を
得
た
「
イ
ニ
」
は
、
儒
教
的
家
族
道
徳
に
よ
る
教
育
政
策
に
よ
り
、
実
定
道
徳
規
範
の
レ
ベ
ル
で
強

要
さ
れ
た
。

す
で
に
、

日
本
全
小
学
校
へ
の

る
。
こ
の
、

こ
の
傾
向
ほ
、

以
下
の
分
析
に
ゆ
ず
る
。

維
新
政
策
の
時
点
に
お
い
て
、

至
上
絶
対
の
家
族
的
秩
序
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
、

唐
沢
富
太
郎

或
い
は
明
治
十
年
代
の
儒
教
的
教
化
政
策
に
お
い
て
具
体
化
し
て

ヽ
川
島
・
前
掲
書
•
-
―
―
五
ー
四
八
頁
参
照
。
尚
明
治
政
府
が
維
新
当
時
か
ら
「
家
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
利
用
せ
ん
)
‘

し
ボ
カ
て
と
し
た
こ
と
に
つ
き
、
拙
稿
「
公
序
良
俗
の
原
則
」
の
制
度
的
機
能
．
「
法
社
会
学
」
二

1

一
巻
―
―
五
頁
参
照

「
御
神
影
」
配
布
・
教
育
勅
語
奉
読
の
制
度
（
配
揺
年
玉
広
認
紀
年
竺
琴
翌
考
韮
匹
応
鰻
漏
嘆
叙
）
に
お
い
て
決
定
的
と
な
り
、

憲
法
発
布
•
明
治
民
法
制
定
に
補
充
さ
れ
て
、
家
族
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
中
核
た
る
「
家
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
明
治
三0
年

代
に
は
完
全
な
体
制
を
と
っ
た
と
い
え
よ
う
。
忠
孝
一
如
．
君
臣
一
体
の
ド
グ
マ
が
、
全
国
家
的
規
模
に
お
い
て
成
立
し
、
「
イ
ニ
」
は
、

「
家
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
極
め
て
政
策
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
の
制
度
が
、
親
子
の
身
分
の
隔
絶
と
、
子
の
絶
対
服
従
義
務
・
恩
返
し
と
し
て
の
「
孝
」
の
倫

「
教
科
書
の
歴
史
」
（
⑳
琴
罪
野
’

I

)

・
川
島
「
前
掲
書
」

「
武
家
型
」
家
族
秩
序
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
―
つ
の
理
念
型
な
シ

か
く
て
、
民
法
の
「
家
」
は
、
成
員
の
変
動
に
か
か
わ
り
な
く
、

「
家
」

意

識

の

研

究

そ
の
同
一
性
を
保
持
し
て
存
続
す
る
と
期
待
さ

ッ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
か
ら
、
家
の
現
象
形

明
治
二
三
年
一

0
月
の 七

四

「
教
育
勅
語
」
喚
布
と

三
七
頁
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し
、
地
主
1
1
小
作
制
や
村
落
共
同
体
規
制
に
つ
い
て
も
、

七
五

「
家
」
の
擬
制
に
よ
る
権
力
的
支
配
の
正
当
化
・
再
編
成
を
試
み
る
だ
け
で
な

ら
れ
た
、
国
家
的
な
制
度
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
、

て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
格
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
武
士
社
会
に
、
完
全
な
「
家
」
制
度
が
現
実
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
、
「
家
」
シ
ス
テ
ム

、
、
、
、
、

は
、
旧
武
士
階
級
や
地
主
層
に
お
い
て
、
相
対
的
に
は
か
な
り
明
確
且
つ
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
け
で
あ
り
、
階
級
や
地
域

る
。
そ
し
て
、
明
治
政
府
が
、

普
及
さ
せ
た
り
確
認
し
た
り
し
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
、
当
時
の
家
族
秩
序
を
「
武
家
型
」
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
み
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

た
と
え
ば
、
明
治
民
法
の
「
家
」
は
死
産
児
で
あ
り
、

説
か
れ
た
よ
う
に
（
翡
贔
譴
緊
か
平
跨
駐
謡
雰
丑

oo翌
已
言
暉
領
噂
）
、
若
干
の
重
要
部
分
は
、

現
実
に
存
在
し
た
「
家
」
と
の
間
の
ズ
レ
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
そ
れ
以
後
の
国
家
権
力
機
構
（
ー
臣
民
体
制
ー
」
）
の
部
分

的
秩
序
と
し
て
、

ム
の
多
く
を
「
家
」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」
を
政
策
的
法
的
に
意
図
し
た
事
は
、
部
分
的
に
実
在
す
る
家
制
度
を
、

こ
の
民
法
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
で
定
立
さ
れ
た
、

明
治
政
府
の
創
造
物
で
あ
っ
た
し
、

具
体
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
（
ー
家
意
識
II臣
民
意
識
の
培
養
基
た
る
こ
と
を
主
要
な
目
標
と
し
て
ー
）
の
で
あ
っ

「
家
」
は
、
家
長
制
権
威
シ
ス
テ
ム
（
人
間
関
係
）
そ
の
も
の
で
あ
、
り
も
は
や

階
級
や
地
域
に
よ
っ
て
、
形
態
的
・
機
能
的
・
構
造
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
し
か
も
、
右
述
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
に
支
え

「
イ
ニ
」
に
対
す
る
反
抗
や
批
判
に
は
、
法
的
・
道
徳
的
制
裁
が
加
え
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
大
正
・
昭
和
期
の
資
本
主
義
発
展
過
程
を
通
じ
、
政
府
権
力
は
常
に
「
家
」
の
制
度
的
価
値
を
強
調
し
て
、
反
体
制
運
動
の
抑
制

の
原
理
に
役
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
天
皇
制
国
家
権
力
機
構
の
全
体
的
秩
序
を
は
じ
め
、
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
シ
ス
テ

（
イ
ニ
）
の
原
理
で
統
制
し
た
の
で
あ
り
、

た
と
え
ば
、
資
本
制
労
働
関
係
の
半
封
建
的
構
造
を
家
父
長
的
に
強
化

「
法
律
的
フ
ィ
ク
ッ
ョ
ソ
」
に
す
ぎ
な
い
と

に
よ
っ
て
例
外
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

他
方
、

庶
民
階
級
に
お
い
て
も
、

或
程
度
は
「
家
」
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
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の
個
人
と
し
て
の
主
体
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
戸
主
の
事
実
上
の
統
制
権
限
が
及
ば
ぬ
こ
と
も
生
じ
う
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い

の
実
質
的
基
盤

（
家
制
度
の
物
的
基
礎
に
立
脚
し
て
、
家
を
）

統
制
し
て
い
く
と
い
う
経
済
的
諸
条
件

は
次
第
に
弱
体
化
し
、

更
に
、

子
女
が
社
会
的
生
産
に
従
事
し
、

資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
投
入
し
て
い
っ
た
多
数
の
旧
武
士
の
家
庭
で
は
、

だ
か
ら
、

だ
が
、

「
家
」
原
理
は
、
（
日
本
的
）

第
二
次
大
戦
期
に
は
、

「
国
体
の
本
義
」

の
強
調
が
示
す
よ
う
に
、
巨
大
な
「
家
」
な
る
べ
き
「
国
家
」
に
絶
対
的
に
帰
一
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
、

愛
国
心
の
根
拠
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
イ
ニ
」
意
識
は
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
国
民
の
「
反
応
」
と
し
て
生
成
す
る
も
の
だ
か
ら
、
上
か
ら
の
「
強
要
」

事
実
だ
け
で
、
直
ち
に
実
態
を
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
「
家
」
制
度
の
現
実
の
諸
条
件
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
前
言
の
如
く
で
あ
る
°

明
治
期
以
後
の
日
本
人
の
「
イ
ニ
」
意
識
の
実
態
を
、
過
去
の
資
料
に
基
い
て
、
実
証
的
に
素
描
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
巨
視

的
且
つ
理
論
的
に
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

従
前
か
ら
、
相
対
的
に
ヨ
リ
明
確
且
つ
厳
格
に
「
家
」
制
度
の
行
わ
れ
て
い
た
支
配
階
層
（
旧
武
士
層
・
地
主
層
な
ど
）
で
は
、
＇
「
家
」

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
に
よ
っ
て
、
家
的
人
間
関
係
は
、
更
に
強
化
・
規
範
化
さ
れ
、

「
イ
ニ
」
意
識
も
強
力
な
も
の
に
な
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
だ
が
、
家
制
度
の
存
続
は
、
そ
こ
に
家
族
成
員
間
の
権
威
主
義
的
人
間
関
係
（
四
パ
亨
竺
ソ
）
成
立
の
二
条
件
が
あ
る
だ
け
で
は
不
可
で
、

実
質
的
に
こ
れ
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
条
件
（
四
霜
翫
）
が
必
要
な
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る

支
配
層
の
内
、

の

―
―
四
）
。

（
頁
参
照

「
家
」
的
人
間
関
係
が
、
強
化
さ
れ
て
い
く
反
面
、
家
長
権

社
会
的
に
自
主
独
立

（
ユ
吃
）
「
臣
民
の
道
」

（
謬
-
)

く
、
自
立
独
立
の
市
民
的
個
人
の
出
現
と
、
近
代
的
1
1

個
人
主
義
的
発
想
形
式
の
成
長
を
—
た
と
え
ば
「
淳
風
美
俗
」
「
和
」
「
忍
従
」
「
分

限
」
な
ど
、
イ
ニ
制
度
に
独
自
の
価
値
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ー
、
人
民
の
全
生
活
領
域
（
輝
臼
碁
鰐
翫
輝
紅
｝
）
に
わ
た
っ
て
禁
止
せ

⑮
 

ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
個
人
主
義
や
民
主
主
義
の
思
潮
が
日
本
に
流
入
す
る
時
代
に
は
「
家
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
よ
り
強
化
さ
れ
た
。

「
戦
時
家
庭
教
育
指
導
要
網
」

（
謬
l

)

に
お
け
る
「
イ
エ
」

「
家
」

意

識

の

研

究

七
六
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註
⑳

「
家
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の
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

制
度
と
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
明
治
民
法
に
よ
っ
て
、

七
七

う
旧
武
士
層
に
お
い
て
は
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
保
持
し
て
い
た
「
家
」
「
家
格
」
「
家
名
」
な
ど
の
観
念
が
、

「
家
」
内
部
の
人
間
関
係

(11家
長
制
役
割
ツ
ス
テ
ム
）
の
強
化
は
、
家
長
に
よ
る
「
上
か
ら
」

の
統
制
よ
り
も
、
僅
か
に
、
「
下
か
ら
」
の
自
発
的
恭
順
に
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
封
建
武
士
社
会
の
「
家
」

「
家
督
」
が
、
家
業
を
基
礎
と
す
る
如
き
か
つ
て
の
包
括
的
な
も
の
で
な
く
な

り
、
祖
先
崇
拝
と
家
産
保
持
と
が
分
離
せ
し
め
ら
れ
、
旧
武
士
の
家
制
度
が
「
庶
民
型
」
的
規
制
を
う
け
る
に
い
た
っ
た
諸
事
態
に
対
応

し
う
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
旧
庶
民
階
級
の
内
、
農
民
層
の
家
庭
の
人
間
関
係
は
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
に
よ
っ
て
、
従
来
よ
り
以

上
に
、
家
長
制
役
割
シ
ス
テ
ム
と
し
て
強
化
・
組
織
化
さ
れ
、

だ
が
何
れ
に
せ
よ
、

し
か
も
そ
こ
で
の
家
制
度
は
物
的
基
礎
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

か
っ
て
の
武
家
型
・
庶
民
型
の
、
家
族
秩
序
に
つ
い
て
の
類
型
化
が
、
現
実
に
ど
う
い
う
範
囲
の
階
層
に
適
用
さ

れ
得
る
の
か
が
不
明
の
ま
ま
、
こ
う
し
た
理
論
的
な
「
仮
説
」
の
設
定
を
試
み
て
も
、
直
ち
に
「
限
界
」
に
直
面
す
る
。
旧
士
族
階
級
の

産
業
界
の
ニ
リ
ー
ト
化
・
賃
労
働
者
化
、
旧
農
民
層
の
没
落
や
賃
労
働
者
化
、
居
住
移
転
の
自
由
と
職
業
選
択
の
自
由
、
こ
れ
ら
の
複
雑

な
新
状
況
に
加
え
て
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
劃
一
的
に
全
国
民
に
強
要
さ
れ
、
民
法
の
規
定
も
、
武
土
・
農
民
の
階
層
別
の
慣
習
的
差
異

を
無
視
し
て
制
定
・
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
昭
和
期
に
お
け
る
家
制
度
の
類
型
化
は
、
都
市
型
・
農
村
型
と

（
万
成
氏
の
報
告
に
よ
る
と
、
旧
士
族
階
級
出
身
者
で
産
業
界
の
エ
リ
ー
ト
化
し
）
。

し
て
試
み
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
た
者
は
、
昭
和
期
に
な
る
と
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
、
こ
の
類
型
化
方
法
に
従
っ
て
、
第
二
次
大
戦
前
後
の
家
制
度
の
実
態
を
把
握
し
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
民
衆
に

如
何
な
る
型
の
家
意
識
を
必
然
的
に
形
成
せ
し
め
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

中
野
•
松
島
「
日
本
社
会
要
編
」
五
二
貝
は
、
有
賀
・
及
川
両
氏
の
同
族
団
・
家
の
把
握
を
め
ぐ
る
論
争
を
検
討
し
て
後
、
歴
史
的
具
体
的
に
存
在

よ
り
強
固
に
な
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
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(25) 

「
明
治
政
治
思
想
史
」
の
他
、
大
橋
幸
•
前
掲
論
文
を
参
照
。

「
講
座
社
会
学
」
四
巻
七
ニ
ー
四
頁
参
照
。

中
島
「
農
民
出
産
力
の
動
向
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
社
会
学
の
課
題
」
所
収
）
四
―
―
頁
。
こ
の
、
家
族
秩
序
の
二
類
型
化
自
体
は
、
近
代
日
本
家
族

制
度
の
史
的
構
造
を
科
学
的
に
規
定
す
る
た
め
の
、
極
め
て
重
要
な
作
業
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
恐
ら
く
、
川
島
「
日
本
社
会
の
家
族
的
構

成
」
に
よ
っ
て
学
会
共
用
の
作
業
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

川
島
・
前
掲
書
・
三
二
頁
、
乎
賀
「
戸
簿
制
度
に
つ
い
て
」
（
「
身
分
法
と
戸
簿
」
）
―
―
―
四
五
頁
以
下
参
照
。

第
二
次
大
戦
後
ー
現
代
に
お
け
る
、
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
四
で
詳
細
に
ふ
れ
る
。
川
島
・
前
掲
•
四
八
頁
、
石
田
雄

(24) (23) 閻
ー
四

す
る
「
家
」
を
、
本
文
引
用
の
如
く
、
制
度
的
核
た
る
団
体
と
規
定
す
る

「
家
」

意

識

の

研

究

七
八

（
未
完
）
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